
 

議案第１０号 

 

   木津川市歴史文化基本構想策定委員会条例の制定について 

 

木津川市歴史文化基本構想策定委員会条例を別紙のとおり制定する。 

 

 平成３１年２月２１日提出    

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

提案理由  

木津川市における文化財を指定又は未指定に関わらず幅広くとらえ、適正に保存し、

及び活用するための木津川市歴史文化基本構想を策定するため、策定委員会を設置す

るものです。 

 



 

木津川市条例第   号 

 

木津川市歴史文化基本構想策定委員会条例（案） 

 

 （設置） 

第１条 木津川市における文化財を指定又は未指定に関わらず幅広くとらえ、適正に

保存し、及び活用するための木津川市歴史文化基本構想（以下「基本構想」とい

う。）を策定するため、木津川市歴史文化基本構想策定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。 

（１） 基本構想の策定に関する事項 

（２） その他前条に規定する設置目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 委員会は、委員１０人以内をもって組織する。 

２ 委員会の委員（以下「委員」という。）は、次の各号に掲げる者のうちから、木

津川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が委嘱する。 

（１） 文化財学識経験者 

（２） 文化財に関係する団体の者 

（３） 観光振興関係者 

（４） 市民 

（５） その他教育委員会が適当と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、基本構想の策定に関する事項についての審議が終了するまで

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の理由が生じた場合は、委員の委

嘱を解くことができる。 

（委員長及び副委員長） 



 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長は当該

会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議において議決すべき案件があるときは、出席した委員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、関係人その他の委員以外の者に対し、会

議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めるこ

とができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、文化財保護担当課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員

会が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ 第６条第１項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会の会議は、教育長が招

集する。 

（失効） 

３ この条例は、木津川市歴史文化基本構想を策定した日に、その効力を失う。 



  年 月 日 
政策等の形成過程の説明資料 

  年 月 日 

議 案 名 
議案第１０号 木津川市歴史文化基本構想策定委員会条例の制
定 

担 当 課 文化財保護課 文化財保護係 

 
提案事項の概要等 
（必要性、効果等） 

 
 

木津川市内における文化財を適正に保存し、及び活用するため

の木津川市歴史文化基本構想を策定するため、文化財学識経験

者、文化財に関係する団体の者、観光振興関係者、市民などから

なる木津川市歴史文化基本構想策定委員会を設置するものです。 

平成３１年度から平成３３年度の３ヵ年で委員会の意見をと

りまとめて構想を策定します。歴史文化基本構想の策定作業を踏

まえて、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）に記された

文化財保存活用地域計画を策定につなげます。 

提案に至るまでの経緯 

・平成３０年度から４ヶ年事業として木津川市歴史文化基本構想
策定事業に着手。 
・３０年度は、事前調査及び山城町域での悉皆調査を実施。 
・平成３０年１２月２７日 教育委員会事前審議 
・平成３１年１月１６日  政策会議 
・平成３１年１月３１日  教育委員会 

市 民 参 加 の 状 況 

■有  □無 

 公募分を含めて数名の委員を市民から選出 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 １ 個性を活かした魅力ある地域文化の創造 

施 策 目 標 （１）歴史・文化の保全・活用 

施 策 １ 歴史・文化の保全・活用 

施策の実現に向

けた主な取組み 
①歴史的文化的遺産の保全と活用 

主な事業等 歴史的文化的遺産を活用した散策環境づくり 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度（  年度） 
■複数年度（ ３年度） 

６５７千円（委員会の運営に伴う経費） 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

歴史文化基本構想の策定後、平成３１年４月１日に施行される
文化財保護法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
一部を改正する法律（平成３０年法律第４２号）により規定され
た文化財保存活用地域計画を策定し、国の補助を得て文化財を活
用した観光施策、地域振興施策の推進を図ります。観光施策、地
域振興施策に係るソフト事業、ハード事業の実施に当たっては、
市負担分について一般補助施設等事業債及び地域活性化事業債
を利用できます。 
なお、歴史文化基本構想の策定事業については、事業のほぼ全

額（一部の賃金等を除く。）が国の補助の対象になります。 
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